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ＣＦＰ 受験対策講座 「リスクと保険」®

平成19年版 日本ＦＰ協会 基本テキスト 改正・補足資料

の「該当ページ」は日本ＦＰ協会平成19年度版テキストの該当ページを指します。★下表

改 定 内 容 等該当ページ

100 第３節クーリングオフ

１．クーリングオフを行なうことができる場合…

項目追加 ※次の場合はクーリングオフの対象となる。

①契約目的以外で事前の通知なしに保険会社等の店頭を訪ね、その日のうちに

締結した契約

②申込者等の自宅において、保険料払込みを保険会社等への口座振込み、また

は保険会社等の役職員に口座振込みを依頼する手続きをした契約

項目追加 ４．特定早期解約制度

クーリング・オフの適用除外となっている変額年金保険契約や外貨建て保険

契約については、契約申込日から一定期間は無条件で契約を解除できるとする

もので、契約が解除された場合は、原則として払込保険料の全額（相場変動に

よる損失を除く）が返還される。なお、一定期間とは契約申込日から10日以上

を経過する特定の日までで、その期限は各保険会社が独自に設定することがで

きる。

205 （5）逓増定期保険

（記述変更）①保険料の損金算入

通達改定 逓増定期保険料の経理処理改定（平成20年２月28日以後契約から適用）

要 件 資産計上額当初６割

（平成20年２月28日以後契約） 相 当 の 期 間

① 保険満了時年齢：80歳超（変更なし） 支払保険料の３／４

保険満了時年齢：70歳超
② 上記①に該当するものを除く 支払保険料の２／３

加入時年齢＋(保険期間×２)＞95

保険満了時年齢：45歳超
③ 上記①②に該当するものを除く 支払保険料の１／２

すべての保険

（注1）保険期間の残り４割に相当する期間では、支払保険料は全額損金算入、

資産計上した累計額を期間の経過に応じて取り崩して損金算入

（注2）特約保険料は全額損金算入

契約満了時の年齢が45歳を超える場合には、保険期間の６割相当の期間、支払

保険料の２分の１～４分の３の金額を資産計上しなければならない。

249 （2）損害保険の保険料 （２行目）

制度改定 よって保険料が分けられており、… 危険度に応じて３段階に分けられている。

→ … 危険度に応じて２段階（Ａ級、Ｂ級）に分けられている。

以 上
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